
徳
島
県
規
則
第
二
十
九
号

徳
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
も
の
そ
の
他
会
計
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は

」
に
、
「
書
類
」
を
「
書
類
そ
の
他
会
計
管
理
者
又
は
廨
出
納
員
が
必
要
と
認
め
る
書
類
」
に
改
め
る
。

か
い

第
十
二
条
第
一
項
中
「
上
席
の
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
も
と
に
、
所
属
長
」
を
「
下
に
、
課

等
又
は
廨
の
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
各
項
の
規
定
」
に
、
「
と
き
は
、
速
や

か
い

か
に
当
該
所
属
課
廨
長
を
経
由
し
、
か
つ
、
事
務
委
任
の
順
序
に
従
つ
て
」
を
「
場
合
に
お
い
て
、
会
計

か
い

管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
引
継
ぎ
を
受
け
た
者
は
、
速
や
か
に
そ
の
者
が
所
属
す
る
課
等
又
は

廨
の
長
を
経
由
し
て
」
に
改
め
る
。

か
い

第
十
五
条
中
「
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
」
を
「
定
め
る
歳
入
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
も
の
」
を
「
も
の
又
は
歳
入
徴
収
権
者
が
特

に
必
要
と
認
め
た
も
の
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
特
別
」
を
「
収
納
し
た
歳
入
の
額
が
少
額
で
あ
る
場
合
そ
の
他
会
計

管
理
者
が
定
め
る
特
別
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
種
類
」

を
「
内
容
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
範
囲
」
を
「
内
容
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
三
中
「
し
た
」
を
「
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
十
四
号
中
「
に
い
る
債
権
者
に
対
し
て
支
払
う
」
を
「
の
通
貨
に
よ
り
支
払
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
経
費
そ
の
他
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
出
が
で
き
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
支
払
う
経
費

第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
（
様
式
第
三
十
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

指
定
納
付
受
託
者
が
納
付
す
る
歳
入
等
に
係
る
手
数
料

当
該
指
定
納
付
受
託
者
が
納
付
す
る
歳

入
等

第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
範
囲
」
を
「
内
容
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
規
則

第
五
十
一
号
）
別
記
様
式
に
よ
る
旅
行
命
令
簿
兼
旅
費
請
求
書
」
を
「
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
九
号
）
に
定
め
る
請
求
書
」
に
、
「
「
旅
行
命
令
簿
兼
旅
費
請
求
書
」
を
「

「
旅
費
請
求
書
」
に
、
「
旅
行
命
令
簿
兼
旅
費
請
求
書
を
」
を
「
旅
費
請
求
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
徳
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
」
を
削
り
、
「
旅
行
命
令
簿
兼
旅
費
請
求
書
の
」
を
「
旅
費
請

求
書
の
」
に
改
め
、
「
を
行
う
と
き
」
を
削
り
、
「
も
の
と
す
る
」
を
「
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
後

段
を
削
る
。

別
表
第
七
の
一
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



指
定
納
付
受
託
者
と
の
契
約

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と

き
。

別
表
第
八
そ
の
一
の
表
８
の
項
中
「
旅
行
命
令
簿
兼
旅
費
請
求
書
」
を
「
旅
費
請
求
書
」
に
改
め
、
「

赴
任
証
明
書
及
び
」
を
削
り
、
同
表
そ
の
二
の
表
３
の
項
中
「
請
求
書
」
を
「
支
出
原
因
が
過
年
度
で
あ

る
こ
と
及
び
支
出
を
要
す
る
額
が
確
認
で
き
る
書
類
」
に
改
め
る
。

「
様
式
第
二
十
八
号
及
び
様
式
第
二
十
九
号

削
除

様
式
目
次
中

を
「
様
式
第
二
十
八
号
か
ら
様
式

様
式
第
三
十
号

資
金
前
渡
金
引
継
書

」

第
三
十
号
ま
で

削
除
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「あ

い
色
刷
り

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
備
考

，
、

３
中
「あ

つ
て
は

」
を
「あ

っ
て
は

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号
の
三
中
「赤

色
刷
り

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

，
、

様
式
第
二
十
八
号
か
ら
様
式
第
三
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
２
８
号
か
ら
様
式
第
３
０
号
ま
で

削
除

様
式
第
五
十
五
号
中
「赤

色
刷
り

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

，
、

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
会
計
規
則
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
会
計
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。


